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暮らし 人
11 月 号 ( N o v e m b e r )

　〜
階
上
町
立
中
学
校
野
球
部
地
域
ク
ラ
ブ
発
足
式
〜

階
上
中
学
校
と
道
仏
中
学
校
の
野
球
部
が
一
つ
の
地
域
ク
ラ
ブ
に
移
行

し
、
10
月
２
日
に
階
上
中
学
校
の
グ
ラ
ウ
ン
ド
に
お
い
て
発
足
式
が

行
わ
れ
ま
し
た
。
新
た
な
チ
ー
ム
名
「
階
上
ベ
ー
ス
ボ
ー
ル
ク
ラ
ブ

（
階
上
Ｂ
Ｂ
Ｃ
）」
と
し
て
、
両
中
学
校
か
ら
の
参
加
生
徒
一
同
決
意
を
新

た
に
、
こ
れ
か
ら
の
活
躍
に
向
け
て
力
強
く
一
歩
を
踏
み
出
し
ま
し
た
。
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上
中
学
校
と
道
仏
中
学
校
の
野
球
部
が
一
つ
の
地
域
ク
ラ
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に
移
行

し
、
10
月
２
日
に
階
上
中
学
校
の
グ
ラ
ウ
ン
ド
に
お
い
て
発
足
式
が

行
わ
れ
ま
し
た
。
新
た
な
チ
ー
ム
名
「
階
上
ベ
ー
ス
ボ
ー
ル
ク
ラ
ブ

（
階
上
Ｂ
Ｂ
Ｃ
）」
と
し
て
、
両
中
学
校
か
ら
の
参
加
生
徒
一
同
決
意
を
新

た
に
、
こ
れ
か
ら
の
活
躍
に
向
け
て
力
強
く
一
歩
を
踏
み
出
し
ま
し
た
。
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ୈ ̑ ճ
݄̕ఆྫձ

９月定例会

ɹྩ࿨̓೥ୈ̑ճఆྫ会Λ݄̕̕೔։会͠ɺ݄̕��೔ด会͠·ͨ͠ɻ
ɹࠓճͷٞ会Ͱ͸ɺೝఆ̎݅ɺҰൠ会計ิਖ਼༧ࢉҊͳͲٞҊ��݅ɺใ݅̎ࠂΛ
͍ͣΕ΋ݪҊͷͱ͓ΓೝఆɺՄܾ͠·ͨ͠ɻ
ɹ·ͨɺҰൠ࣭໰͸ɺ̏ਓͷٞһ͕͍ߦ·ͨ͠ɻ

ʪ減ֹͱͳͬͨओͳ΋ͷʫ
〇ࢧݿࠃ出ۚ
　ɾ৽ܕίϩφ΢Πϧεײછ঱対Ԡ஍方૑ੜྟ࣌ަ෇ۚ（3�ɿ���
���ઍԁˠ3�ɿ�ԁ）
　ɾ৽ܕίϩφ΢ΠϧεϫΫνϯ઀छ事ۀඅิॿۚ（3�ɿ��
���ઍԁˠ3�ɿ���ઍԁ）
〇ࢧݝ出ۚ
　ɾ෺Ձߴಅٸۓ対策ࢢ町ଜަ෇ۚ（3�ɿ��
���ઍԁˠ3�ɿ�ԁ）
　ɾ੨৿ࢠݝͲもɾࢠҭてੈଳԠԉڅ෇事ۀඅิॿۚ（3�ɿ��
���ઍԁˠ3�ɿ�ԁ）

˞ఆྫձɾྟ࣌ձのٞࣄ࿥͸֊্ொ)1ʹ͓ͯ͠ࡌܝΓ·͢ɻ

ॾऩೖͳͲɿ使用ྉɾख਺ྉ、෼୲ۚɾෛ୲ۚ、ॾऩೖͳͲ
ͦのଞのަ෇ۚͳͲɿ஍方ফඅ੫ަ෇ۚ、஍方ৡ༩੫、๏人事ۀ੫ަ෇ۚͳͲ

Ұൠձࡀ　ܭ入ܾࢉʪલ೥౓ൺʫ

令和６年度決算を認定
ใはしかみ޿はɺྩ࿨̓೥��݄߸ͷ͍ͯͭʹࡉ಺༰ͷৄࢉܾ　
Ε·しͨͷͰɺલ೥౓ͱͷൺֱΛத৺ͱしͨ಺༰ʹͳり͞ࡌܝʹ
·͢ɻ

ґଘݯࡒɿ���� （̀国・県などから交付・割り当てられるお金）

ࣗओݯࡒɿ���� （̀町が自力で集められるお金）

�ԯ�
���ສ�ઍԁの
ଓதܧࣈࠇ
ೖࡀ 66ԯ�
���ສ�ઍԁ
ग़ࡀ 6�ԯ6
�3�ສ�ઍԁ
ཌ೥౓΁܁りӽ͢΂͖ݯࡒ
　　　　���
6�6ສ3ઍԁ

ྩ࿨�೥౓　��ԯ��ඦສԁ ྩ࿨�೥౓　��ԯ��ඦສԁ

ࣗओݯࡒ
3�ɿ�3.��

ˣ
36ɿ�3.��

ґଘݯࡒ
3�ɿ�6.��

ˣ
36ɿ�6.6�

ொ੫���ԯ�6ඦສԁ ॾऩೖͳͲ　
�ԯ��ඦສԁ

ೖۚ܁ӽۚɺ܁
3ԯ�ඦສԁ

஍ํަ෇੫
��ԯ�ඦສԁ

ग़ۚࢧݿࠃ
��ԯ��ඦສԁ

ग़ۚࢧݝ
�ԯ��ඦສԁ

ொ࠴��ԯ6�ඦສԁ

ͦͷଞͷ　　
ަ෇ۚͳͲ　
�ԯ��ඦສԁ

ͦͷଞͷ　　
ަ෇ۚͳͲ　
�ԯ��ඦສԁ

ொ੫���ԯ�6ඦສԁ

ॾऩೖͳͲ　
�ԯ��ඦສԁ

ೖۚ܁ӽۚɺ܁
�ԯ�3ඦສԁ　

஍ํަ෇੫
�6ԯ3�ඦສԁ

ग़ۚࢧݿࠃ
��ԯ��ඦສԁ

ग़ۚࢧݝ
�ԯ��ඦສԁ

ொ࠴
�ԯ6�ඦສԁ

ͦͷଞͷ　　
ަ෇ۚͳͲ　
�ԯ��ඦສԁ

ͦͷଞͷ　　
ަ෇ۚͳͲ　
�ԯ��ඦສԁ
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ʪ૿ֹͱͳͬͨओͳཧ༝ʫ
　૯　຿　අɿ定ֹݮ੫ௐ੔څ෇͕ۚ̍ԯ���ສԁ૿ֹ
　民　ੜ　අɿ住民੫ඇ՝੫ੈଳ等ࢧԉڅ෇͕ۚ�
���ສԁ૿ֹ
　民　ੜ　අɿ௿所ಘੈଳࢧԉྟ࣌څ෇͕ۚ�
���ສԁ૿ֹ
　౔　໦　අɿಓ࿏վྑ等޻事͕�
���ສԁ૿ֹ
　౔　໦　අɿௗ԰෦೶ଜ公Ԃறं৔τΠϨվम事͕ۀ�
���ສԁ૿ֹ

�ಋਤॻ͕ࢦ用ࢣڭҭ　අɿ　ڭ　���ສԁ૿ֹ

�͕ۀҭ　අɿதԝମҭؗվम事　ڭ　���ສԁ૿ֹ
ʪ減ֹͱͳͬͨओͳཧ༝ʫ
　民　ੜ　අɿ住民੫ඇ՝੫ੈଳ等に対するྟ࣌ಛ別څ෇ۚ（௥Ճ）͕�
���ສԁֹݮ
　঎　޻　අɿはし͔Έ෺Ձߴಅ対策ࢧԉ঎඼݊事ۀඅิॿ͕ۚ̍ԯ�
���ສԁֹݮ
　঎　޻　අɿ事ऀۀ等෺Ձߴಅ対策ࢧԉิॿ͕ۚ�
���ສԁֹݮ

ྩ࿨̒೥౓��ओͳۀࣄ

ʓ定ֹݮ੫ௐ੔څ෇ۚ
10�
��0ઍԁ

ʓதԝମҭؗվमۀࣄ　��
���ઍԁ

ʓॅຽ੫ඇ՝੫ੈଳ౳ࢧԉ
000
���　　෇ۚڅઍԁ

ʓௗ԰෦೶ଜެԂறं৔
　τΠϨվमۀࣄ　��
0��ઍԁ

ʓੴുখֶߍ ௕ण໋Խ
վम౳ࢪ࣮ࣄ޻ઃܭҕ
ୗྉ　　 ��
0�0ઍԁ

૯຿අ
��ԯ�
���ສԁ

ຽੜඅ
��ԯ�
3�3ສԁ

Ӵੜඅ���ԯ�
���ສԁ

౔໦අ��6ԯ�
���ສԁ


�ҭඅ��6ԯڭ���ສԁ

3�3
අ��6ԯ3࠴ެສԁ

૯຿අ
��ԯ3
���ສԁ

ຽੜඅ
��ԯ�
6��ສԁ

Ӵੜඅ���ԯ���ສԁ

౔໦අ���ԯ�
3�6ສԁ

6
ҭඅ���ԯ6ڭ��ສԁ

�3
�අ���ԯ࠴ެ�ສԁ

Ұൠձܭ　໨తผࡀ�出ֹܾࢉʪલ೥౓ൺʫ
ྩ࿨�೥౓ɹ��ԯ��ඦສԁ ྩ࿨�೥౓ɹ��ԯ��ඦສԁ

ॾࢧग़ۚ　　
�
��6ສԁ

ॾࢧग़ۚ　　
�
��6ສԁ

議会අ　　　
�
6��ສԁ

議会අ　　　
�
6��ສԁ

೶ྛਫۀ࢈අ��
�ԯ�
���ສԁ
೶ྛਫۀ࢈අ��
�ԯ�
���ສԁ

঎޻අ　　　
�
�3�ສԁ

঎޻අ　　　
�
�3�ສԁ

ফ๷අ　　　
�
���ສԁ

ফ๷අ　　　
�
���ສԁ

　අچ෮֐ࡂ
3��ສԁ

　අچ෮֐ࡂ
3��ສԁ

ॾࢧग़ۚ　　
�
3��ສԁ

ॾࢧग़ۚ　　
�
3��ສԁ

議会අ　　　
�
���ສԁ

議会අ　　　
�
���ສԁ

೶ྛਫۀ࢈අ
��ԯ�
���ສԁ
೶ྛਫۀ࢈අ
��ԯ�
���ສԁ

঎޻අ �　　　
��ԯ�
���ສԁ
঎޻අ �　　　
��ԯ�
���ສԁ

ফ๷අ　　　
3
�63ສԁ

ফ๷අ　　　
3
�63ສԁ

　අچ෮֐ࡂ
��ສԁ

　අچ෮֐ࡂ
��ສԁ
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˜
一
般
・
ಛ
別
会
計

６
年
度
一
ൠ
会
計
・
各

特
別
会
計
の
予
算
の
ࣥ
行

お
よ
び
事
務
処
理
は
、
適

法
か
つ
適
正
な
決
算
で
あ

る
と
認
め
る
。

歳
入
面
で
は
、
自
主
ࡒ

ݯ
の
ࠜ
װ
で
あ
る
町
税
の

収
納
率
が
前
年
度
に
比
べ

０
・
１
５
ポ
イ
ン
ト
減
少

し
て
お
り
、
自
主
ࡒ
ݯ
の

充
実
確
保
が
図
ら
れ
る
よ

う
期
଴
す
る
。

歳
出
に
お
け
る
増
額
の

主
な
も
の
は
、
定
額
減
税

調
整
給
付
金
、
ॅ
民
税
ඇ

課
税
ੈ
ଳ
等
支
援
給
付
金
、

低
所
得
ੈ
ଳ
支
援
ྟ
時
給

付
金
、
道
路
改
ྑ
等
工
事
、

ௗ
԰
部
農
村
公
Ԃ
ற
ं
場

ト
イ
レ
改
修
事
業
、
教
ࢣ

用
指
導
図
書
、
中
ԝ
体
育

館
改
修
事
業
等
で
あ
る
。

人
口
減
少
や
少
子
ߴ
ྸ

化
な
ど
の
進
展
に
よ
る
多

様
化
・
ෳ
ࡶ
化
す
る
課
題

を
ղ
決
し
て
い
く
た
め
、

町
が
行
う
施
策
・
事
業
に

つ
い
て
は
、
ए
者
や
ঁ
ੑ

も
含
め
、
地
域
の
多
様
な

関
係
者
を
ר
き
込
Ή
と
い

う
考
え
も
取
り
入
れ
、
町

民
・
ٞ
会
・
行
੓
が
一
つ

と
な
り
、
地
域
を
支
え
合

い
、
と
も
に
地
域
サ
ー
Ϗ

ス
を
支
え
合
う
協
ಇ
の
ま

ち
づ
く
り
を
作
り
上
げ
て

い
く
こ
と
を
期
଴
す
る
。

˜
下
水
道
事
業
会
計

下
水
道
事
業
経
営
戦
略

に
基
づ
き
、
一
૚
の
経
営

の
݈
全
化
・
効
率
化
を
進

め
、
将
来
に
わ
た
り
安
定

的
な
下
水
道
サ
ー
Ϗ
ス
の

ఏ
供
を
望
Ή
。

˜
財
政
健
全
化
指
ඪ

昨
年
度
と
同
様
に
ࡒ
੓

の
݈
全
化
が
保
た
れ
て
い

る
。今

後
も
こ
の
状
況
を
維

持
す
る
こ
と
を
੾
望
す
る
。

代
ද
؂
査
委
員

境

ӫ
࣏

؂
査
委
員

下
沢
育
உ

︻
監
査
意
見
︼

町
民
・
議
会
・
行
政
が
一
つ
と
な
り
、

地
域
と
地
域
サ
ー
ビ
ス
を
支
え
合
う

　
　
協
働
の
ま
ち
づ
く
り
を

˜ྩ࿨̒೥౓݈શԽ൑அൺ཰ɾ資ۚෆ଍ൺ཰
ʓ݈શԽ൑அൺ཰　�࣮ ࣭੺ࣈൺ཰、࿈࣮࣭݁੺ࣈൺ཰はࣈࠇのため、ൺ཰はありません。࣮࣭公࠴අൺ཰

は ����ˋ、কདྷෛ୲ൺ཰はϚΠφεのためൺ཰はありません。
ʓۚࢿෆ଍ൺ཰ɹ　�Լਫಓ事ۀに܎るۚࢿෆ଍ֹ͕ੜ͡ていͳいため、ൺ཰はありません。

˙�ྩ࿨̒೥度　˙�ྩ࿨̑೥度

�ԯ�
���ສԁ
�ԯ�
���ສԁ

�ԯ�
���ສԁ
�ԯ�
���ສԁ

��ԯ�
���ສԁ
��ԯ���ສԁ

��ԯ���ສԁ
��ԯ�
���ສԁ

ೖࡀ

出ࡀ

ೖࡀ

出ࡀ

ҩྍ特別会計ऀྸߴظޙ
〇ऀྸߴظޙҩྍ広Ҭ࿈߹ೲ෇
ۚ等の૿ֹにより、ࡀ出૿ֹ。

介護保険特別会計
〇基ۚੵཱۚ、஍Ҭࢧԉ事ۀඅ、
ॾࢧ出ۚ等の૿ֹにより、ࡀ
出૿ֹ。

国民健康保険特別会計
〇ࡀೖのݯࡒෆ଍等による๏定
外の܁ೖれは、̕೥࿈ଓ̌ԁ

ಛผձࡀ　ܭ入ࡀ出ֹܾࢉʪલ೥౓ൺʫ

ඃอऀݥ数ɺ۠Ҭ಺Ճೖ཰͸ɺྩ࿨̓年
３݄຤ɻï ð಺͸લ年౓ൺɻ

≪被保険者数 2,711人≫
（130人減）

≪被保険者数 2,711人≫
（130人減）

≪被保険者数 2,258人≫
（84人増）

≪被保険者数 2,258人≫
（84人増）

��ԯ�
���ສԁ
��ԯ�
���ສԁ

��ԯ�
���ສԁ
��ԯ�
���ສԁ

ೖࡀ

出ࡀ

≪第1号被保険者数 4,549人≫
（30人増）

≪第1号被保険者数 4,549人≫
（30人増）

Լਫಓۀࣄձֹࢉܾܭ
۠　　෼ ྩ࿨̒೥౓ ྩ࿨̑೥౓ ରલ೥౓৳ͼ཰

ऩ ӹ త ऩ ೖ 3ԯ�
�3�ສԁ �ԁ օ૿
ऩ ӹ త ࢧ ग़ �ԯ�
�36ສԁ �ԁ օ૿
ࢿ ຊ త ऩ ೖ �ԯ�
3��ສԁ �ԁ օ૿
ࢿ ຊ త ࢧ ग़ �ԯ�
�3�ສԁ �ԁ օ૿

˞ຊொͷԼਫಓۀࣄはɺʮެڞԼਫಓۀࣄʯͱʮूۀړམഉਫۀࣄʯͷ �͕ͭ͋りɺྩ࿨ 6೥౓かΒ஍ํ
ެӦۀا๏ͷҰ෦ʢࡒ຿نఆ౳ʣΛద༻しɺൃੜओٛʹͮ͘جෳࣜ฽هͰ͍ͯͬߦ·͢ɻ
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˙令和̒年౓຤　˙令和５年౓຤

˙令和̒年౓຤　˙令和５年౓຤

財政調整基金

減債基金

地域福祉基金

公共下水道事業債償還基金

介護保険給付費準備基金

一般会計

下水道事業会計

肉用牛導入事業基金

公共用地取得基金

森林環境譲与税基金

国民健康保険特別会計
財政調整基金

ʪલ೥౓ൺʫߴࡏݱۚج

ொߴࡏݱ࠴ʪલ೥౓ൺʫ

31ԯ2
90�ສԁ
30ԯ8
709ສԁ

2ԯ5
102ສԁ
2ԯ�
001ສԁ

1ԯ8
��7ສԁ
1ԯ8
�3�ສԁ

3ԯ�
0�5ສԁ
3ԯ3
121ສԁ

3ԯ3
791ສԁ
3ԯ1�ສԁ

�2ԯ2
721ສԁ

�5ԯ3
219ສԁ

20ԯ5
001ສԁ

21ԯ2
�58ສԁ

�01ສԁ
�01ສԁ

1
009ສԁ
1
008ສԁ

2
��0ສԁ
1
�75ສԁ

0ԁ
1
8�5ສԁ

˻ੵཱ�ԯ���ສԁɺ取่�ԯ�
���ສԁ˼˻ੵཱ�ԯ���ສԁɺ取่�ԯ�
���ສԁ˼

合計 �3ԯ759ສԁ
�1ԯ9
�0�ສԁ

˻ੵཱ�ԯ�
���ສԁɺ取่�ԯ�
���ສԁ˼˻ੵཱ�ԯ�
���ສԁɺ取่�ԯ�
���ສԁ˼

˻ੵཱ�
���ສԁɺ取่�
���ສԁ˼˻ੵཱ�
���ສԁɺ取่�
���ສԁ˼

˻ੵཱ��ສԁɺ取่�ສԁ˼˻ੵཱ��ສԁɺ取่�ສԁ˼

˻ੵཱ�
���ສԁɺ取่�ສԁ˼˻ੵཱ�
���ສԁɺ取่�ສԁ˼

˻ଞձܭ΁所͑׵؅˼˻ଞձܭ΁所͑׵؅˼

˻ੵཱ�ԯ��ສԁɺ取่�
���ສԁ˼˻ੵཱ�ԯ��ສԁɺ取่�
���ສԁ˼

˻ੵཱ��ສԁɺ取่��ສԁ˼˻ੵཱ��ສԁɺ取่��ສԁ˼

˻ੵཱ�ສԁɺ取่�ສԁ˼˻ੵཱ�ສԁɺ取่�ສԁ˼

˻ੵཱ�
���ສԁɺ取่�ԁ˼˻ੵཱ�
���ສԁɺ取่�ԁ˼


��ԯֹ࠴ى˻���ສԁɺঈֹؐ�ԯ�
���ສԁ˼˻ֹ࠴ى�ԯ�
���ສԁɺঈֹؐ�ԯ�
���ສԁ˼


�ֹ࠴ى˻���ສԁɺঈֹؐ�ԯ�
���ສԁ˼˻ֹ࠴ى�
���ສԁɺঈֹؐ�ԯ�
���ສԁ˼

合計


��ԯֹ࠴ى˻���ສԁɺঈֹؐ�ԯ�
���ສԁ˼˻ֹ࠴ى�ԯ�
���ສԁɺঈֹؐ�ԯ�
���ສԁ˼

�2ԯ7
722ສԁ�2ԯ7
722ສԁ
��ԯ5
�77ສԁ��ԯ5
�77ສԁ



ʢ̒ʣ　 はしかみ議会だより　No.63

９月定例会９月定例会

ٞҊ൪߸ ্ఔٞҊͷ໊݅ͱओͳ಺༰ ܾٞ݁Ռ ؔ࿈ϖʔδ

ೝఆୈ̍߸
ྩ࿨̒೥౓֊্ொҰൠ会ٴܭͼ֤ಛผ会ࢉܾܭͷೝఆʹ͍ͭͯ
˞Ұൠ会ܭͱ̏ͭͷಛผ会ܭɺ߹Θͤͯ̐݅Λܾࢉͷೝఆʹ
෇͢ΔͨΊͷ΋ͷ

ೝఆ
̎ʙ̐ɺ̑
ϖʔδ
��ʙ�3
ϖʔδ

ೝఆୈ̎߸ ྩ࿨̒೥౓֊্ொԼਫಓۀࣄ会ࢉܾܭͷೝఆʹ͍ͭͯ
　˞Լਫಓۀࣄ会ࢉܾܭͷೝఆʹ෇͢ΔͨΊͷ΋ͷ ೝఆ ̐ɺ̑ ɺ�3

ϖʔδ

ใࠂୈ̍߸

ྩ࿨̒೥౓݈શԽ൑அൺ཰ͷใࠂʹ͍ͭͯ
˞ྩ࿨̒೥౓ͷ݈શԽ൑அൺ཰ͱしͯࢉఆしͨʮ࣮࣭੺ࣈൺ
཰ʯɺʮ࿈࣮࣭݁੺ࣈൺ཰ʯɺʮ࣮࣭ެ࠴අൺ཰ʯ͓よͼʮক
དྷෛ୲ൺ཰ʯʹ͍ͭͯɺใ͢ࠂΔͨΊͷ΋ͷ

ใࠂͷみ ̐ϖʔδ

ใࠂୈ̎߸ ྩ࿨̒೥౓ۚࢿෆ଍ൺ཰ͷใࠂʹ͍ͭͯ
　˞ྩ࿨̒೥౓ͷۚࢿෆ଍ൺ཰ʹ͍ͭͯɺใ͢ࠂΔͨΊͷ΋ͷ ใࠂͷみ ̐ϖʔδ

議Ҋୈ̍߸

֊্ொ議会議һٴͼ֊্ொ௕ͷબڍʹ͓͚ΔબڍӡಈͷެӦʹ
ؔ͢Δ৚ྫͷҰ෦Λվਖ਼͢Δ৚ྫͷ੍ఆʹ͍ͭͯ
˞બڍӡಈ༻Ϗϥ͓よͼબڍӡಈ༻ϙελʔͷ࡞੒ͷެӦʹ
ؔ͢ΔܦඅʹֻかΔݶ౓ֹΛվΊΔͨΊͷ΋ͷ

ҊՄܾݪ ʵ

議Ҋୈ̎߸

֊্ொ৬һͷۈ຿࣌ؒɺٳՋ౳ʹؔ͢Δ৚ྫͷҰ෦Λվਖ਼͢Δ
৚ྫͷ੍ఆʹ͍ͭͯ
ԉ੍౓ͷར༻ʹؔ͢Δ৬ࢧͱͷཱ྆ޢはհͨ·ࣇͱҭࣄ࢓˞
һͷҙ֬޲ೝ౳ʹؔ͢Δنఔͷ੔උͷ΄かɺॴཁͷվਖ਼Λ
Ίͷ΋ͷͨ͏ߦ

ҊՄܾݪ ʵ

議Ҋୈ̏߸

֊্ொ৬һͷҭۀٳࣇ౳ʹؔ͢Δ৚ྫͷҰ෦Λվਖ਼͢Δ৚ྫͷ
੍ఆʹ͍ͭͯ
˞෦෼ۀٳͷঝೝͷ୯ҐΛఆΊΔ΄かɺॴཁͷվਖ਼Λͨ͏ߦ
Ίͷ΋ͷ

ҊՄܾݪ ʵ

議Ҋୈ̐߸
ྩ࿨̓೥౓֊্ொҰൠ会ิܭਖ਼༧ࢉʢୈ̎߸ʣ
�36
�ग़ͦΕͧΕࡀೖࡀ૯ֹʹŊࢉఆͷ༧ط˞ສ�ઍԁΛ௥Ճ
　しɺࡀೖࡀग़༧ࢉͷ૯ֹΛ6�ԯ3
�6�ສԁͱ͢ ΔͨΊͷ΋ͷ

ҊՄܾݪ
̓ɺ�3
ϖʔδ

議Ҋୈ̑߸
ྩ࿨̓೥౓֊্ொࠃຽ݈߁อݥಛผ会ิܭਖ਼༧ࢉʢୈ̍߸ʣ

�ग़ͦΕͧΕࡀೖࡀ૯ֹʹŊࢉఆͷ༧ط˞���ສ�ઍԁΛ௥Ճ
　しɺࡀೖࡀग़༧ࢉͷ૯ֹΛ��ԯ�
��3ສԁͱ͢ ΔͨΊͷ΋ͷ

ҊՄܾݪ ̓ϖʔδ

議Ҋୈ̒߸

ྩ࿨̓೥౓֊্ொհޢอݥಛผ会ิܭਖ਼༧ࢉʢୈ̍߸ʣ
��3
�ͷ૯ֹʹɺͦΕͧΕࢉग़༧ࡀೖࡀఆͷط˞ສ̓ઍԁΛ
௥Ճしɺࡀೖࡀग़༧ࢉͷ૯ֹΛ��ԯ6
�6�ສ̏ઍԁͱ͢
ΔͨΊͷ΋ͷ

ҊՄܾݪ ̓ϖʔδ

議Ҋୈ̓߸

ྩ࿨̓೥౓֊্ொऀྸߴظޙҩྍಛผ会ิܭਖ਼༧ࢉʢୈ̍߸ʣ
ͷ૯ֹʹɺͦΕͧΕ�3�ສ̎ઍԁΛ௥ࢉग़༧ࡀೖࡀఆͷط˞
Ճしɺࡀೖࡀग़༧ࢉͷ૯ֹΛ̍ԯ�
��6ສ̏ઍԁͱ͢Δͨ
Ίͷ΋ͷ

ҊՄܾݪ ̓ϖʔδ

議Ҋୈ̔߸
ੴുখֶߍ԰಺ӡಈ৔վஙࣄ޻੥ෛܖ໿ͷక݁ʹ͍ͭͯ
˞ੴുখֶߍ԰಺ӡಈ৔վஙࣄ޻੥ෛܖ໿Λక݁͢ΔͨΊ
　ͷ΋ͷ

ҊՄܾݪ ʵ

議Ҋॻはこちらから
読み込めます。

議会議案QR
݄̕ఆྫձの৹ٞ಺༰
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議Ҋୈ̕߸
֊্ொڭҭҕһ会ͷҕһʹ೚໋͢Δऀʹ͖ͭಉҙΛٻΊΔ͜ͱ
ʹ͍ͭͯ
　˞̍ ਓͷҕһͷ೚ظຬྃʹ൐͏ޙ೚ͷҕһΛબ೚͢Δͨ Ίͷ΋ͷ

ҊՄܾݪ
ʢಉҙʣ ̓ϖʔδ

議Ҋୈ��߸
ਓࣄ༴ޢҕһͷީิऀʹਪન͢Δऀʹ͖ͭҙݟΛٻΊΔ͜ͱʹ
͍ͭͯ
　˞̍ ਓͷҕһͷ೚ظຬྃʹ൐͏ޙ೚ͷҕһΛબ೚͢Δͨ Ίͷ΋ͷ

ҊՄܾݪ
ʢಉҙʣ ̓ϖʔδ

˞議௕はܾࡋʹはՃΘり·ͤΜɻ

一般質問 第５回定例会では３議員が一般質問をしました。その内容を要約して掲載します。
会議録はこちらから
読み込めます。

議会会議録QR

■ ୩　ಓ༤۽ ٞһ ８ページ

１　階上町の津波対策は
２　私道等整備特別対策事業補助金について

■ খࡔ　ਖ਼೥ ٞһ ９ページ

１　町のヤングケアラーについて
２　町の避難所基準について
３　盗撮等の対策等について

■ େԼ　　म ٞһ　　10ページ

１　旧大蛇・小舟渡小学校土地施設、
　町有財産無償譲渡の疑問について

補
正
予
算
の
概
要

˜
̓
年
度
一
般
会
計
ớ
ୈ

２
߸
Ờ

༗
害
鳥
獣
捕
獲
体
੍

ڧ
化
等

ừ
歳
入
Ử
繰
入
金
７
３
１

７
万
６
千
円
を
減
額
し
、

国
ݿ
支
出
金
９
６
８
万
４

千
円
、
県
支
出
金
２
１
４

万
６
千
円
、
繰
越
金
９
０

７
１
万
３
千
円
を
追
加
。

ừ
歳
出
の
主
な
も
の
Ử

ハ
ー
ト
フ
ル
プ
ラ
ザ
・
は

し
か
み
指
定
管
理
委
託
料

１
２
３
万
４
千
円
、
県
の

「
有
֐
ௗ
्
ั
֫
体
制
強

化
事
業
費
補
助
金
」
を
活

用
し
、
長
ڑ
཭
無
線
式
ั

֫
パ
ト
ロ
ー
ル
シ
ス
テ
ム

の
導
入
等
に
係
る
経
費
に

１
２
６
万
円
、
ふ
る
さ
と

に
͗
わ
い
޿
場
Τ
ア
コ
ン

入
替
工
事
５
８
０
万
８
千

円
等
を
追
加
。

˜
̓
年
度
国
民
健
康
保
ݥ

ಛ
別
会
計
補
正
予
算

ớ
ୈ
１
߸
Ờ

ừ
歳
入
Ử
繰
入
金
１
８
０

０
万
円
を
減
額
し
、
繰
越

金
２
３
８
７
万
７
千
円
等

を
追
加
。

ừ
歳
出
Ử
国
民
݈
߁
保
ݥ

事
業
費
納
付
金
２
６
８
万

７
千
円
、
ॾ
支
出
金
５
７

４
万
８
千
円
等
を
追
加
。

˜
令
和
̓
年
度
介
護
保
ݥ

ಛ
別
会
計
補
正
予
算

ớ
ୈ
１
߸
Ờ

ừ
歳
入
Ử
繰
入
金
７
１
５

５
万
９
千
円
、
繰
越
金
úþ

万
８
千
円
を
追
加
。

ừ
歳
出
Ử
ॾ
支
出
金
７
１

９
３
万
９
千
円
等
を
追

加
。

˜
令
和
̓
年
度
後
ظ
ߴ
ྸ

者
ҩ
ྍ
ಛ
別
会
計
補
正

予
算
ớ
ୈ
１
߸
Ờ

ừ
歳
入
Ử
繰
越
金
４
９
２

万
７
千
円
、
国
ݿ
支
出
金

１
９
９
万
５
千
円
等
を
追

加
。

ừ
歳
出
Ử
総
務
費
２
３
７

万
７
千
円
、
後
期
ߴ
ྸ
者

ҩ
ྍ
޿
域
連
合
納
付
金

４
１
６
万
９
千
円
等
を
追

加
。

˜
ੴ
ു
খ
ֶ
校
԰
内
運
動

৔
վ
ங
工
事
੥
負
契
約

の
క
݁
に
つ
い
て

契
約
額

４
億
９
９
１
１

　
　
　
　
万
８
４
０
０
円

Ԯ
ㆈㆍ
ϊ
ㆮ
୔
㆕㇏
��ढ़
ㆨ㆗
໌
ㆀㆌ
ాࢯ

㆟
ଜ
㇀㇉
��խ
ㆾ㆕
थ
ㆌ
ࢯ

そ
の
他
の
概
要

契
約
者

ג
式
会
社
ੴ
上

　
　
　
　
ݐ
設

˜
֊
্
町
教
育
委
員
会
の

委
員
に
೚
໋
す
る
者
に

つ
き
同
意
を
ٻ
め
る
こ

と
に
つ
い
て

Ԯ
ϊ
沢
ढ़
明
ࢯ
の
೚
໋

に
同
意
。ớ
࠶
೚
。
委
৤

期
間
は
、
令
和
�
年
ø÷
月

�
೔
か
ら
令
和
øø
年
�
月

ú÷
೔
ま
で
。Ờ

˜
人
ݖ
༴
護
委
員
の
ީ
補

者
に
推
ન
す
る
者
に
つ

き
意
見
を
ٻ
め
る
こ
と

に
つ
い
て

田
村
խ
थ
ࢯ
の
推
ન
に

同
意
。ớ
࠶
推
ન
。
法
務

大
ਉ
か
ら
の
委
৤
期
間

は
、
令
和
８
年
１
月
１
೔

か
ら
令
和
ø÷
年
øù
月
úø
೔

ま
で
の
予
定
。Ờ
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ࢪ࣮

熊ㆎ
ㆾ

谷ㆋ
ㆂ

道ㆿ
ㆡ

雄ㆈ

議
員

７
月
ú÷
日
の
カ

ム
チ
ャ
ツ
カ
半
島

近
く
の
巨
大
地
震
に
よ
り
、

日
本
全
国
で
津
波
警
報
・
注

意
報
が
発
令
さ
れ
た
。
全
国

各
地
で
避
難
対
応
が
行
わ
れ

た
が
、
課
題
も
残
っ
た
と
さ

れ
て
い
る
。
階
上
町
の
地
域

防
災
計
画
に
は
各
種
災
害
に

対
す
る
総
則
・
防
災
組
織
・

災
害
予
防
計
画
な
ど
が
事
細

か
に
記
載
さ
れ
て
い
る
。
今

回
、
津
波
警
報
の
対
象
地
域

だ
っ
た
階
上
町
と
し
て
、
ど

の
よ
う
な
注
意
喚
起
・
避
難

誘
導
等
実
施
し
た
の
か
伺

う
。町

の
対
応
に
安
心
し
た
と

同
時
に
気
に
な
る
点
と
し

て
、
お
隣
八
戸
市
で
は
各
避

難
所
に
計
２
５
０
０
人
超
の

住
民
が
避
難
し
た
と
の
報
道

が
あ
り
、
当
町
住
民
と
危
機

意
識
の
違
い
を
感
じ
た
。
ま

た
、
夏
場
で
の
避
難
は
想
定

さ
れ
て
お
ら
ず
、
今
後
の
課

問
①

ࢲ
道
੔
උ
補
ॿ
ۚ
の
࠶
੔
උ
ద
༻

〔
町
長
〕
再
整
備
も
補
助
金
の
利
用
可
能

個
人
等
の
所
有

物
で
あ
り
、
町
が

管
理
す
る
施
設
で
は
な
い
が
、

住
民
が
利
用
す
る
公
共
性
の

高
い
私
道
に
関
し
て
、
平
成

øĀ
年
に
私
道
等
整
備
特
別
対

策
事
業
補
助
金
が
創
設
さ
れ

整
備
さ
れ
た
。
し
か
し
、
そ

の
後
、
老
朽
化
・
経
年
劣
化

が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て

き
た
。
そ
こ
で
伺
う
。
１
点

目
、
私
道
の
取
り
扱
い
に
つ

い
て
、
２
点
目
、
こ
れ
ま
で

の
整
備
実
績
、
３
点
目
、
再

整
備
に
適
用
さ
れ
る
の
か
。

町
長

本
補
助
金
の
対
象
と
な
る

ࢲ
道
は
、
ॅ
Ո
２
戸
以
上
に

接
し
、
෯
員
２
・
５
̼
以
上

で
、
舗
装
さ
れ
た
公
道
に
接

道
、
か
つ
用
地
の
同
意
が
得

ら
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
が

問
①

答
①

題
と
し
て
防
災
計
画
の
さ
ら

な
る
整
備
を
お
願
い
す
る
。

　
　
　

町
長

当
೔
、
本
町
で
は
਒
度
１

を
ه
録
し
、
災
֐
ܯ
ռ
本
部

を
設
置
し
、
ւ
؛
地
域
を
対

象
に
ආ
೉
指
ࣔ
を
発
令
、
防

災
無
線
์
送
で
प
知
し
た
。

そ
の
後
、
஫
意
報
が
ܯ
報
に

੾
り
替
わ
っ
た
た
め
災
֐
ܯ

ռ
本
部
を
災
֐
対
策
本
部
へ

੾
り
替
え
、
改
め
て
防
災
無

線
に
よ
る
प
知
と
ফ
防
ஂ
に

よ
る
ආ
೉
༠
導
を
行
っ
た
。

ආ
೉
所
で
あ
る
ハ
ー
ト
フ
ル

プ
ラ
ザ
・
は
し
か
み
に
は
ùý

人
、
小
स
渡
集
会
所
に
は
ø÷

人
の
方
が
ආ
೉
、
道
෹
交
ྲྀ

セ
ン
タ
ー
へ
の
ආ
೉
者
は
な

か
っ
た
。
そ
の
後
、
ܯ
報
か

ら
஫
意
報
に
੾
り
替
わ
っ
た

た
め
災
֐
対
策
本
部
も
災
֐

ܯ
ռ
本
部
へ
੾
り
替
え
、
஫

意
報
ղ
除
ま
で
情
報
収
集
に

努
め
た
。

答
①

要
件
。
補
助
額
は
工
事
費
の

Ā÷
％
、
࢒
り
の
ø÷
％
は
地

元
負
担
。
１
点
目
に
つ
い
て

は
、
ࢲ
道
が
ݸ
人
の
ࡒ
産
で

あ
る
た
め
、
補
助
金
に
よ
り

支
援
、
２
点
目
、
平
成
øĀ
年

度
か
ら
こ
れ
ま
で
総
件
数
ýý

件
、
総
延
長
約
８
・
２
ᶳ
を

支
援
、
３
点
目
、
࠶
整
備
に

つ
い
て
利
用
可
能
だ
が
、
こ

れ
ま
で
の
実
績
は
な
い
。

再
質
問
１
点
目
、

こ
れ
ま
で
補
助
金

の
交
付
を
受
け
た
私
道
で
、

老
朽
化
に
よ
る
再
整
備
の
相

談
を
受
け
た
こ
と
が
あ
る
か
、

２
点
目
、
相
談
が
あ
っ
た
場

合
ど
の
よ
う
な
流
れ
で
再
整

備
を
行
っ
て
い
く
の
か
伺
う
。

建
設
課
長

１
点
目
、
࠶
整
備
に
関
す

る
相
談
は
د
せ
ら
れ
て
い
な

い
が
、
今
後
は
補
助
が
必
要

に
な
る
と
考
え
る
。２
点
目
、

行
੓
区
で
協
ಇ
の
ま
ち
づ
く

り
地
区
計
画
に
位
置
付
け
た

上
で
申
請
を
取
り
ま
と
め
、

町
は
区
長
と
協
ٞ
し
な
が
ら

進
め
て
い
く
。

問
②

答
②

階上町地域防災計画は
こちらから読み込めます。
階上町地域
防災計画QR
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町ͷϠϯάέΞϥʔͷݱঢ়͸

ʤொ௕ʥ࣮ଶΛ೺Ѳ͠औΓ૊Ή

小㆓

坂㆕
ㆉ

正ㆾ
㆕

年ㆨ
㆗

議
員

本
町
で
も
超

高
齢
化
社
会
と
な

り
、
子
ど
も
達
が
親
の
面
倒

を
見
る
、
い
わ
ゆ
る
ヤ
ン
グ

ケ
ア
ラ
ー
が
出
て
来
る
こ
と

が
予
想
さ
れ
ま
す
。
町
で
は

そ
の
対
応
・
対
策
等
が
ど
の

よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
か
伺

う
。

　
　
　

町
長

本
町
に
お
い
て
は
、学
校
、

地
域
、
෱
ࢱ
部
໳
の
関
係
機

関
が
連
携
し
て
実
態
を
೺
Ѳ

し
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
考

え
、
昨
年
度
か
ら
、
す
こ
や

か
݈
߁
課
、教
育
課
、ス
ク
ー

ル
ソ
ー
シ
Ỿ
ル
ワ
ー
Χ
ー
と

の
定
期
的
な
情
報
交
換
会
を

ຖ
月
開
࠵
し
情
報
を
共
有
し

て
い
る
と
こ
Ζ
で
あ
る
。
必

要
に
応
じ
て
ઐ
໳
機
関
に
つ

な
͙
な
ど
、
子
ど
も
ୡ
に
د

り
ఴ
っ
た
支
援
を
ݸ
別
に

行
っ
て
い
く
。

問
①

答
①

ொ
の
ආ
೉
ॴ
ج
४
͸
େ
ৎ
෉
͔

〔
町
長
〕
政
府
基
準
達
成
に
向
け
取
り
組
む

町
の
避
難
所
基

準
に
つ
い
て
、
全

国
の
市
区
町
村
に
実
施
し
た

ア
ン
ケ
ー
ト
で
、
ト
イ
レ
数
、

居
住
面
積
も
政
府
が
指
針
で

示
す
基
準
を
満
た
し
て
い
な

い
と
あ
っ
た
。
当
町
も
満
た

す
予
定
だ
が
、
時
期
の
目
途

が
立
っ
て
い
な
い
と
回
答
し

て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
最

近
は
地
震
等
が
多
く
な
っ
て

い
る
よ
う
に
感
じ
る
。
早
目

の
見
直
し
等
を
す
る
予
定
が

な
い
の
か
伺
う
。

問
①

ヤ
ン
グ
ケ
ア

ラ
ー
が
も
し
あ
っ

た
場
合
に
、
実
際
の
相
談
機

関
、
窓
口
は
ど
の
よ
う
な
と

こ
ろ
に
な
る
の
か
伺
う
。

　
　
　

す
こ
や
か
健
康
課
長

町
の
相
談
機
関
と
し
て

は
、
令
和
７
年
４
月
１
೔
か

ら
す
こ
や
か
݈
߁
課
内
に
設

置
し
た
階
上
町
こ
ど
も
Ո
ఉ

セ
ン
タ
ー
と
な
り
、
ઐ
໳
৬

を
഑
置
し
、
相
談
支
援
体
制

を
整
え
て
い
る
。

問
②

答
②

町
長

੓
෎
が
昨
年
øù
月
に
改
గ

し
た
基
४
を
ຬ
た
す
よ
う
、

今
後
、
対
象
ආ
೉
所
の
拡
大

や
増
設
等
を
ݕ
౼
し
な
が
ら

取
り
組
ん
で
い
く
。

本
町
に
お
い
て
は
、
今
年

度
、
Ծ
設
ト
イ
レ
５
基
と
こ

の
Ծ
設
ト
イ
レ
を
必
要
な
ආ

೉
所
へ
運
ൖ
す
る
ं
྆
を
整

備
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

災
֐
関
連
死
に
も
直
結
す
る

ආ
೉
所
の
Ӵ
生
環
境
維
持
や

ආ
೉
者
の
਎
体
的
負
担
の
軽

減
を
図
れ
る
よ
う
、
基
४
ୡ

成
に
向
け
取
り
組
ん
で
い
く
。

答
①

౪ࡱ౳ͷ৺഑͸ͳ͍͔

ʤڭҭ௕ʥ�ொ಺খதֶߍͰͷ౪ࣄࡱҊ͸֬ೝ
͞Ε͍ͯͳ͍

最
近
の
ニ
ュ
ー

ス
等
で
、
盗
撮
関

連
の
事
案
が
多
く
な
っ
た
よ

う
に
思
う
が
、
本
町
で
は
そ

の
よ
う
な
心
配
が
な
い
の
か

伺
う
。

教
育
長

今
年
７
月
に
、
町
内
の
全

小
中
学
校
の
校
長
に
対
し
、

౪
ࡱ
防
ࢭ
に
対
す
る
強
化
指

導
、
؂
ಜ
を
行
う
よ
う
に
指

ࣔ
し
た
。
本
町
で
は
、
そ
の

よ
う
な
事
Ҋ
は
確
認
さ
れ
て

い
な
い
。

問
①

答
①

ಓ෹தֶߍੜెͱ஍Ҭ
ॅຽʹよΔආ೉ॴӡӦ
ࢠ࿅ͷ༷܇
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町༗財産ແঈৡ౉ͷٙ໰

ʤொ௕ʥ�ֶ ɻொຽฒ࢈ࡒΓΛ৅௃͢Δތઃ͸ɺ஍Ҭͷྺ࢙ͱࢪߍ
ͼʹ議会ͱີۓʹ࿈ܞΛਤΓɺಁ໌ੑͷ֬อʹ౒Ίɺক
དྷੈ୅ʹͭͳ͕Δར׆༻ͷࡏΓํΛ໛ͯ͠ࡧ·͍Δɻ

大ㆈ
ㆈ

下㆗
㆟

修ㆈ
㆕
㇀

議
員

令
和
３
年
５
月

小
舟
渡
地
区
の
廃

校
利
活
用
の
意
見
交
換
で

「
民
間
活
用
し
て
地
元
雇
用

が
あ
れ
ば
あ
り
が
た
い
」
と

記
載
さ
れ
て
い
る
が
、
議
事

録
を
情
報
開
示
請
求
し
た

そ
の
資
料
に
こ
の
文
言
が
無

い
、
見
解
を
伺
う
。

全
員
協
議
会
の
説
明
資
料

で
「
企
業
等
の
誘
致
に
取
り

組
ん
で
雇
用
の
促
進
を
図
っ

て
ほ
し
い
と
の
意
見
で
一
致

し
て
い
る
」
と
記
載
し
て
い

る
根
拠
を
伺
う
。

令
和
3
年
�
月
以
降
に
地

域
意
見
交
換
後
、
�
回
現
地

確
認
し
た
企
業
が
譲
渡
先
企

業
か
伺
う
。

　
　
　

町
長

協
ٞ
ه
録
は
、
要
約
し
た

資
料
と
し
て
作
成
。
全
て
の

発
ݴ
を
ه
載
し
た
も
の
で
な

い
。意

見
が
一
க
し
た
と
の
ද

現
は
、
全
員
一
க
と
い
う
意

ຯ
で
な
く
、
ࢀ
加
者
の
発
ݴ

内
容
を
総
合
的
に
൑
断
し
た

結
果
を
ࣔ
し
た
も
の
。

同
一
ا
業
で
あ
り
、
必
要

問
①

答
①

な
行
੓
対
応
、
事
業
者
選
定

に
影
響
を
༩
え
る
も
の
で
は

な
い
。

企
業
誘
致
条
例

改
正
は
、
全
員
協

議
会
で
説
明
後
３
日
後
に
審

議
、
改
正
し
て
い
る
こ
と
に

つ
い
て
の
見
解
を
伺
う
。

廃
校
の
利
活
用
の
情
報

は
、
一
部
の
役
場
職
員
と
当

該
議
員
と
区
長
の
少
数
で

あ
っ
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
八

戸
の
食
品
会
社
が
廃
校
の
情

報
を
得
て
施
設
見
学
２
回
実

施
し
て
い
る
。
ま
た
、
一
般

質
問
で
プ
ロ
ボ
ー
ザ
ル
参
加

す
る
会
社
が
分
か
ら
な
い
の

に
食
品
工
場
を
想
定
し
た
課

題
「
給
排
水
等
の
問
題
も
あ

る
」
と
内
容
を
指
摘
し
て
い

る
。
明
ら
か
に
情
報
提
供
、

情
報
漏
れ
が
疑
わ
れ
る
情
報

管
理
を
伺
う
。

　
　
　

総
合
政
策
課
長

今
後
の
ٞ
会
に
対
し
審
ٞ

す
る
時
間
を
取
っ
て
進
め
た

い
。現

ஈ
階
で
確
た
る
こ
と
を

申
し
上
げ
ら
れ
る
状
況
で
な

問
②

答
②

い
、
情
報
管
理
を
ప
ఈ
し
て

い
き
た
い
。

令
和
４
年
の
３

月
議
会
で
、
廃
校

２
校
の
町
有
財
産
の
利
活
用

に
つ
い
て
は
、
庁
内
会
議
を

開
く
と
し
て
い
た
会
議
を
開

い
て
い
な
い
、
売
却
す
る
と

答
弁
し
た
３
か
月
後
に
無
償

譲
渡
に
変
わ
っ
た
理
由
を
伺

う
。

　
　
　

総
合
政
策
課
長

ด
校
施
設
を
地
域
活
ੑ
化

に
確
実
に
つ
な
げ
る
た
め

に
、
ച
٫
よ
り
も
ا
業
༠
க

の
対
象
と
し
て
位
置
づ
け
る

こ
と
が
適
੾
と
൑
断
し
、
条

例
改
正
し
た
。

問
③

答
③

ߍখस౉খֶچ ߍେऄখֶچ
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質
疑
あ
れ
こ
れ

質
疑
あ
れ
こ
れ

第
５
回
定
例
会
の
議
案
の
中
か

ら
、
質
疑
を
要
約
し
て
お
知
ら

せ
し
ま
す
。

　
　
熊
谷
道
雄
議
員

◆
定
額
減
税
調
整
給
付
金

　
　

定
額
減
税
調
整
給
付
金
１
億

５
８
３
万
円
に
つ
い
て
の
支
給
状

況
は
。

　
　

税
務
課
長

給
付
対
象
者
は

２
６
４
６
名
、
給
付
対
象
額
は
１

億
６
３
３
万
円
、
給
付
者
数
は
２

６
２
０
名
、
給
付
額
は
１
億
５
８

３
万
円
で
、
申
請
率
は
ĀĀ
・
÷ù
％
。

◆
予
防
接
種
委
託
料

　
　

こ
こ
３
年
程
度
の
推
移
は
。

　
　

す
こ
や
か
健
康
課
長

令
和

４
年
度
は
、
子
宮
頸
が
ん
ワ
ク
チ

ン
の
経
過
措
置
に
よ
る
対
象
者
拡

大
に
伴
い
、
接
種
件
数
は
５
３
６

２
件
、
委
託
料
は
３
１
０
６
万
２

千
円
。
令
和
５
年
度
は
接
種
件
数

が
５
１
５
２
件
と
や
や
減
少
し
た

が
、
五
種
混
合
ワ
ク
チ
ン
、
子
宮

頸
が
ん
ワ
ク
チ
ン
�
価
の
追
加
に

໰౴໰౴ ６
年
度

一
般
会
計
決
算
の
認
定

よ
り
、
委
託
料
３
１
１
０
万
円
。

令
和
６
年
度
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ワ

ク
チ
ン
の
定
期
接
種
移
行
に
伴

い
、
接
種
件
数
が
６
３
８
９
件
に

増
え
、
委
託
料
も
前
年
度
比
２
３

８
６
万
６
千
円
増
の
５
４
９
６
万

６
千
円
と
な
っ
た
。

◆
農
道
調
査
委
託
料

　
　

事
業
の
詳
細
は
。

　
　

建
設
課
長

農
道
と
し
て
整

備
し
た
平
内
地
区
の
町
道
の
舗
装

補
修
を
県
営
事
業
に
よ
り
事
業
を

実
施
す
る
た
め
、
事
業
実
施
に
必

要
な
経
済
効
果
算
定
や
路
面
簡
易

診
断
、
舗
装
の
厚
さ
を
決
定
す
る

た
め
の
Ｃ
Ｂ
Ｒ
試
験
、
交
通
量
調

査
等
行
っ
た
も
の
。
本
路
線
は
、

供
用
開
始
か
ら
ù÷
年
以
上
が
経
過

し
、
路
面
の
劣
化
や
ク
ラ
ッ
ク
が

多
く
見
ら
れ
、
舗
装
の
打
ち
か
え

等
の
舗
装
補
修
が
必
要
な
状
況

で
、
町
と
し
て
事
業
費
の
ùü
％
を

負
担
す
る
こ
と
に
よ
り
、
県
に
お

い
て
今
年
度
以
降
、
設
計
や
工
事

を
順
次
進
め
て
い
く
予
定
と
し
て

い
る
。

◆
校
務
支
援
シ
ス
テ
ム
使
用
料

　
　

具
体
的
に
ど
う
い
う
シ
ス
テ

ム
な
の
か
。
お
金
の
流
れ
は
。

໰౴໰

　
　

教
育
課
長

児
童
生
徒
の
出

欠
管
理
や
成
績
管
理
な
ど
の
学
校

運
営
に
関
す
る
業
務
を
デ
ー
タ

化
・
一
元
化
し
教
員
間
で
情
報
共

有
を
図
る
こ
と
、
教
員
が
児
童
生

徒
と
向
き
合
う
時
間
を
確
保
す
る

こ
と
な
ど
が
可
能
と
な
り
、
教
員

の
業
務
負
担
の
軽
減
と
児
童
生
徒

の
学
習
状
況
等
を
可
視
化
す
る
こ

と
で
デ
ー
タ
に
基
づ
い
た
指
導
を

行
う
こ
と
が
で
き
る
。
校
務
支
援

シ
ス
テ
ム
使
用
料
１
５
７
４
万
３

２
０
０
円
は
、
交
付
金
申
請
に
係

る
計
画
期
間
が
３
年
間
と
な
っ
て

い
る
こ
と
か
ら
、
導
入
年
度
で
あ

る
令
和
６
年
度
か
ら
８
年
度
ま
で

の
３
年
間
分
を
一
括
で
契
約
し

た
。

　
　
土
橋
美
加
佐
議
員

◆
0
~
2
歳
児
の
保
育
料
無
償
化

事
業
、
3
~
5
歳
児
の
給
食
費
助

成
事
業

　
　

0
~
2
歳
児
の
保
育
料
無
償

化
事
業
と
3
~
5
歳
児
の
給
食
費

助
成
事
業
は
、
昨
年
10
月
か
ら
開

始
さ
れ
た
事
業
だ
が
、
無
償
化
し

た
こ
と
に
よ
り
入
所
児
童
数
が
増

え
た
の
か
。
今
後
も
継
続
し
て
い

く
の
か
。

　
　

す
こ
や
か
健
康
課
長

�
~

౴໰౴

�
歳
児
の
保
育
料
無
償
化
事
業
の

実
績
は
、
令
和
６
年
３
月
と
令
和

７
年
３
月
を
比
較
す
る
と
、
入
所

児
童
は
øù
人
増
え
、
９
・
３
％
の

伸
び
率
。
�
~
�
歳
児
の
給
食
費

助
成
事
業
の
実
績
は
、
対
象
児
童

は
町
内
�
施
設
、
２
０
１
人
、
町

外
ùý
施
設
、
ûû
人
。
合
わ
せ
て
２

４
５
人
で
、
延
べ
支
給
数
は
１
４

４
１
人
。
２
つ
の
事
業
は
、
令
和

�
年
度
も
継
続
し
て
実
施
し
て
お

り
、
今
後
も
県
の
事
業
で
あ
る
青

森
県
学
校
給
食
費
無
償
化
等
子
育

て
支
援
市
町
村
交
付
金
を
活
用
し

て
、
事
業
を
継
続
し
た
い
と
考
え

て
い
る
。

◆
農
業
次
世
代
人
材
投
資
資
金
お

よ
び
経
営
発
展
事
業
費
補
助
金

　
　

昨
年
度
は
３
名
の
就
農
者
が

い
た
が
、
今
後
も
望
め
そ
う
か
。

用
地
は
確
保
で
き
て
い
る
状
況
か

現
状
を
確
認
す
る
。
中
山
間
地
域

等
直
接
支
払
交
付
金
に
つ
い
て
の

詳
細
は
。
ま
た
、
他
地
区
か
ら
の

新
規
要
望
は
あ
る
か
。

　
　

産
業
振
興
課
長

新
規
就
農

は
、
農
地
や
機
械
の
確
保
、
販
路
、

栽
培
技
術
の
習
得
等
、
就
農
ま
で

の
課
題
も
多
い
現
状
。
引
き
続
き

新
規
就
農
者
確
保
の
た
め
、
同
交

໰౴

付
金
や
経
営
発
展
支
援
事
業
の
活

用
を
促
進
し
、
関
係
機
関
と
一
体

と
な
っ
た
農
業
支
援
に
よ
り
、
新

規
就
農
者
の
確
保
に
努
め
て
い
き

た
い
。
用
地
の
確
保
は
、
昨
年
度

農
業
経
営
基
盤
強
化
促
進
法
に
基

づ
く
地
域
計
画
を
策
定
し
た
。
約

２
８
６
ha
が
、
規
模
縮
小
な
ど
の

意
向
が
あ
る
農
地
で
あ
り
、
ま
た
、

þ÷
歳
以
上
の
農
業
者
の
農
地
面
積

の
う
ち
約
１
７
１
ha
が
後
継
者
不

在
の
農
地
と
な
っ
て
い
る
。
農
地

所
有
者
の
意
向
等
も
踏
ま
え
な
が

ら
、
農
地
中
間
管
理
事
業
を
活
用

し
、
新
た
に
町
内
で
新
規
就
農
を

希
望
す
る
方
や
、
担
い
手
に
対
す

る
用
地
確
保
に
努
め
た
い
。
中
山

間
地
域
等
直
接
支
払
交
付
金
と

は
、
農
業
生
産
条
件
の
不
利
な
中

山
間
地
域
等
に
お
い
て
、
農
用
地

を
維
持
管
理
し
て
い
く
た
め
の
協

定
を
集
落
単
位
で
締
結
し
、
そ
れ

に
従
っ
て
農
業
生
産
活
動
等
を
行

う
場
合
に
面
積
に
応
じ
て
交
付
金

を
交
付
す
る
制
度
。
本
町
で
は
、

平
成
øú
年
度
か
ら
こ
の
制
度
を
活

用
し
、
多
い
と
き
で
ùĀ
集
落
が
同

交
付
金
を
活
用
し
て
い
た
が
、
今

年
度
か
ら
始
ま
る
第
６
期
対
策
で

は
、
現
時
点
で
５
集
落
と
な
っ
て

い
る
。
第
６
期
対
策
に
つ
い
て
は
、
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質
疑
あ
れ
こ
れ

第
５
期
対
策
か
ら
継
続
の
５
集
落

が
活
用
希
望
し
て
お
り
、
新
規
要

望
は
な
い
。

　
　
小
坂
正
年
議
員

◆
寄
附
金

　
　

令
和
５
年
度
よ
り
２
２
５
万

程
度
増
額
と
な
っ
て
い
る
理
由
、

返
礼
品
の
種
類
や
内
容
と
今
後
の

取
り
組
み
予
定
は
。

　
　

総
合
政
策
課
長

増
加
の
要

因
は
、
ふ
る
さ
と
納
税
の
ポ
ー
タ

ル
サ
イ
ト
を
２
社
か
ら
５
社
に
拡

大
し
、
多
く
の
方
に
本
町
を
知
っ

て
い
た
だ
く
機
会
が
増
え
た
こ
と

が
大
き
な
要
因
で
あ
る
と
考
え
て

い
る
。
返
礼
品
に
つ
い
て
は
、
い

ち
ご
煮
缶
詰
や
階
上
ラ
ム
焼
肉

セ
ッ
ト
、
キ
ユ
ー
ピ
ー
あ
え
る
パ

ス
タ
ソ
ー
ス
な
ど
現
在
úü
品
目
を

掲
載
し
、
特
産
品
の
Ｐ
Ｒ
に
努
め

て
い
る
。
今
後
も
町
内
事
業
者
と

連
携
し
、
体
制
を
整
え
な
が
ら
、

返
礼
品
の
充
実
に
努
め
て
い
く
。

◆
防
犯
灯
修
繕
費
等
補
助
金

　
　

補
助
金
の
詳
細
と
今
後
の
予

定
は
。

　
　

町
民
生
活
課
長

実
績
は
、

ø÷
の
町
内
会
等
よ
り
øÿ
か
所
の
修

繕
に
対
す
る
申
請
が
あ
っ
た
。
修

໰౴໰౴

繕
の
内
訳
は
、
Ｌ
Ｅ
Ｄ
の
不
点
灯

に
よ
る
Ｌ
Ｅ
Ｄ
本
体
の
交
換
が
�

基
で
øû
万
９
１
６
０
円
、
そ
の
他

付
属
す
る
機
器
や
ケ
ー
ブ
ル
の
修

繕
が
�
基
で
�
万
４
４
４
０
円
。

今
後
の
予
定
は
、
防
犯
灯
の
Ｌ
Ｅ

Ｄ
化
は
、
平
成
ùú
年
度
開
始
か
ら

６
年
後
の
平
成
ùĀ
年
度
に
完
了

し
、
現
在
、
町
内
に
２
２
６
４
基

の
防
犯
灯
が
設
置
さ
れ
て
い
る
。

Ｌ
Ｅ
Ｄ
の
耐
用
年
数
約
øü
年
を
考

慮
し
、
今
後
も
区
長
さ
ん
方
と
相

談
を
し
な
が
ら
、
事
業
を
継
続
し

て
い
き
た
い
。

◆
防
災
無
線
拡
声
子
局
移
設
工
事

　
　

移
設
工
事
の
概
要
は
。

　
　

総
務
課
長

県
が
実
施
す
る

県
道
名
川
・
階
上
線
の
歩
道
設
置

工
事
に
当
た
り
、
既
存
の
子
局
が

工
事
場
所
の
法
面
に
設
置
さ
れ
て

い
た
こ
と
か
ら
、
工
事
の
支
障
と

な
っ
た
た
め
、
移
設
し
た
も
の
で
、

場
所
は
赤
保
内
、
茨
島
バ
ス
停
付

近
。

　
　
渡
部
髙
明
議
員

◆
耳
ケ
吠
・
寺
下
線
ほ
か
、
舗
装

補
修
事
業

　
　

翌
年
度
に
繰
り
越
し
し
た
理

由
は
。

໰౴໰

　
　

建
設
課
長

本
事
業
で
は
、

国
の
社
会
資
本
整
備
総
合
交
付
金

事
業
を
活
用
し
、
老
朽
化
し
た
舗

装
の
補
修
を
進
め
て
い
る
。
令
和

６
年
度
は
、
国
の
補
正
予
算
を
活
用

し
て
事
業
の
進
捗
を
図
る
た
め
、

令
和
７
年
３
月
に
予
算
化
し
、
繰

越
明
許
費
に
よ
り
実
施
し
て
い
る
。

◆
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
バ
ス
、
ス
ク
ー

ル
バ
ス
運
行
委
託
料

　
　

令
和
５
年
度
よ
り
87
万
円
増

額
と
な
っ
て
い
る
理
由
と
利
用
者

数
の
動
向
、
今
後
の
取
り
組
み
は
。

　
　

総
合
政
策
課
長

増
額
の
主

な
理
由
は
、
燃
料
費
の
上
昇
と
賃

上
げ
に
伴
う
人
件
費
の
増
加
に
よ

る
も
の
。
利
用
者
数
は
、
金
山
沢

線
と
田
代
線
が
ス
ク
ー
ル
バ
ス
を

兼
ね
て
お
り
、
小
中
学
生
の
利
用

が
大
き
く
影
響
す
る
が
、
全
体
で

は
前
年
度
と
比
べ
て
、
１
３
９
人

の
減
少
と
な
っ
て
い
る
。

◆
地
方
バ
ス
路
線
維
持
対
策
費
補

助
金

　
　

令
和
５
年
度
よ
り
56
万
円
減

額
と
な
っ
て
い
る
理
由
と
利
用
者

の
動
向
、
今
後
の
取
り
組
み
は
。

　
　

総
合
政
策
課
長

ハ
ー
ト
フ

ル
プ
ラ
ザ
線
が
階
上
循
環
線
へ
統

౴໰౴໰౴

合
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
補
助
金
が

減
少
し
た
。
利
用
者
数
に
は
、
階

上
循
環
線
で
は
や
や
減
少
し
た

が
、
そ
の
他
の
系
統
で
は
わ
ず
か

に
増
加
し
た
。

　
　
大
下
修
議
員

◆
土
地
評
価
委
託
料

　
　

①
随
意
契
約
す
る
理
由
は
。

②
１
社
だ
け
の
見
積
も
り
で
契
約

を
行
っ
た
理
由
は
。
③
指
名
競
争

入
札
と
随
意
契
約
を
ど
の
よ
う
な

区
別
で
行
っ
て
い
る
の
か
。
④
土

地
評
価
、
地
番
現
況
図
修
正
は
こ

の
業
務
内
容
で
契
約
し
た
の
か
。

　
　

税
務
課
長

①
３
年
に
一
度

の
評
価
替
え
に
向
け
て
、
１
年
目

に
指
名
競
争
入
札
を
行
い
２
年

目
、
３
年
目
は
当
該
業
者
と
随
意

契
約
を
交
わ
し
、
固
定
資
産
評
価

業
務
を
実
施
し
て
き
た
。
令
和
６

年
度
は
、
令
和
９
年
度
の
評
価
替

え
に
向
け
た
１
年
目
の
年
で
、
例

年
の
業
務
の
ほ
か
、
固
定
資
産
管

理
シ
ス
テ
ム
の
ク
ラ
ウ
ド
方
式
へ

の
移
行
業
務
が
あ
っ
た
こ
と
が
、

随
意
契
約
を
締
結
し
た
大
き
な
理

由
の
一
つ
。
②
法
令
等
に
よ
り「
特

別
な
理
由
が
あ
る
場
合
は
�
人
か

ら
見
積
書
を
徴
す
る
こ
と
が
で
き

る
」
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

໰౴

１
社
か
ら
見
積
書
を
徴
収
し
契
約

し
た
。
③
評
価
替
え
に
向
け
、
１

年
目
が
指
名
競
争
入
札
、
２
年
目
、

３
年
目
は
随
意
契
約
と
し
て
い

る
。
④
法
務
局
か
ら
の
通
知
に
よ

り
加
除
修
正
を
行
い
、
画
地
認
定

図
の
作
成
や
評
価
の
ほ
か
、
令
和

９
年
度
の
評
価
替
え
に
向
け
た
業

務
お
よ
び
シ
ス
テ
ム
ク
ラ
ウ
ド
化

業
務
を
含
め
た
契
約
と
な
っ
て
い

る
。

◆
不
動
産
鑑
定
委
託
料

　
　

過
去
10
年
の
税
務
課
の
時
点

修
正
用
不
動
産
鑑
定
評
価
委
託
料

13
件
全
て
を
こ
の
会
社
と
契
約
し

て
い
る
理
由
は
。
今
後
も
こ
の
会

社
と
契
約
を
継
続
し
て
い
く
の
か
。

　
　

税
務
課
長

時
点
修
正
用
不

動
産
鑑
定
評
価
は
、
法
令
等
の
規

定
に
基
づ
き
３
社
か
ら
見
積
徴
収

を
行
い
、
最
低
価
格
の
業
者
と
契

約
を
締
結
し
た
。
今
後
も
法
令
等

に
基
づ
い
た
業
者
選
定
を
実
施
す

る
。

◆
誘
致
企
業
奨
励
金

　
　

固
定
資
産
税
を
免
除
し
た
額

の
支
払
先
は
。

　
　

総
合
政
策
課
長

旧
大
蛇
小

学
校
を
無
償
譲
渡
し
た
会
社
の
み
。

໰౴໰౴
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質
疑
あ
れ
こ
れ

◆
公
益
保
全
林
整
備
事
業
補
助
金

　
　

①
事
業
の
経
緯
お
よ
び
補
助

金
交
付
の
必
要
性
、
妥
当
性
は
。

②
補
助
金
の
算
出
根
拠
お
よ
び
妥

当
性
は
。
③
事
業
に
関
す
る
補
助

金
や
委
員
会
会
議
、
交
付
以
外
に

町
の
関
与
は
。
④
三
戸
郡
ま
た
は

八
戸
市
を
含
め
、
同
様
の
補
助
金

を
ど
れ
ぐ
ら
い
支
出
し
て
い
る
の

か
、
周
辺
市
町
村
の
動
向
は
。

　
　

産
業
振
興
課
長

①
戦
後
、

森
林
復
旧
施
策
の
一
環
と
し
て
、

昭
和
ùø
年
度
に
造
林
事
業
が
公
共

事
業
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
た
こ

と
を
契
機
に
森
林
整
備
に
関
す
る

各
種
制
度
が
構
築
さ
れ
、
そ
の
後

も
、
制
度
の
目
的
や
補
助
の
内
容

の
見
直
し
が
行
わ
れ
て
き
た
。
平

成
ùú
年
度
か
ら
は
、
森
林
環
境
保

全
整
備
事
業
と
し
て
、
国
、
県
に

よ
る
補
助
が
実
施
さ
れ
お
り
、
森

林
所
有
者
の
負
担
軽
減
を
図
る
た

め
、
平
成
øý
年
度
か
ら
公
益
保
全

林
整
備
事
業
と
し
て
、
国
、
県
の

補
助
対
象
外
と
な
る
自
己
負
担
分

の
一
部
に
対
し
て
町
独
自
の
補
助

を
し
て
い
る
。
こ
の
取
り
組
み
は
、

森
林
の
公
益
的
機
能
の
維
持
向
上

や
地
域
の
防
災
対
策
に
資
す
る
も

の
で
、
地
域
林
業
の
振
興
に
つ
な

が
る
重
要
な
施
策
と
し
て
、
町
民

໰౴

の
安
全
安
心
な
暮
ら
し
を
支
え
る

基
盤
整
備
と
し
て
位
置
付
け
て
い

る
。
②
県
の
補
助
規
則
、
補
助
金

交
付
要
綱
、
実
施
要
領
に
基
づ
き

行
っ
て
い
る
。
補
助
は
、
国
üø
％
、

県
øþ
％
、
森
林
所
有
者
等
が
負
担

す
る
úù
％
の
う
ち
、
町
が
�
％
を

補
助
す
る
こ
と
で
、
森
林
所
有
者

の
実
質
負
担
を
ùü
％
と
す
る
仕
組

み
。
郡
内
の
補
助
率
は
、
五
戸
町

ù÷
％
、
田
子
町
ú÷
％
、
新
郷
村

ù÷
％
で
、
比
較
し
て
も
妥
当
で
あ

る
と
認
識
し
て
い
る
。
③
申
請
書

お
よ
び
実
績
報
告
書
の
審
査
を
行

い
、
昨
年
度
は
赤
保
内
字
山
館
前

の
人
工
造
林
等
を
現
地
確
認
し
、

施
業
の
適
正
な
実
施
を
確
認
し
て

い
る
。
④
管
内
の
市
町
村
で
も
同

様
な
補
助
金
を
交
付
し
て
お
り
、

令
和
�
年
度
の
補
助
額
は
八
戸
市

が
約
３
３
７
万
円
、
五
戸
町
が
約

８
９
９
万
円
、
田
子
町
が
約
８
１

６
万
円
、
南
部
町
が
４
５
３
万
円
、

新
郷
村
が
３
５
３
万
円
と
な
っ
て

い
る
。

　
　
大
下
修
議
員

　
　

①
処
理
区
内
人
口
が
５
年
か

ら
44
人
減
少
と
な
っ
た
要
因
と
要

因
比
率
は
。
②
今
後
の
区
域
内
人

口
の
増
減
お
よ
び
受
益
者
負
担
金

な
ど
、
下
水
道
収
入
の
捉
え
方
と

動
向
は
。
③
６
年
度
の
一
般
会
計

か
ら
の
下
水
道
事
業
へ
の
繰
入
補

助
額
の
総
額
は
。
④
管
き
ょ
工
事

な
ど
の
工
事
関
係
は
国
か
ら
の
補

助
の
内
示
率
が
減
少
傾
向
で
あ
る

が
、
こ
の
現
象
に
伴
う
財
源
確
保

の
方
法
は
。

　
　

建
設
課
長

①
町
全
体
の
人

口
動
態
か
ら
見
る
と
、
転
出
や
死

亡
に
よ
る
人
口
減
少
が
主
な
要
因

で
あ
る
と
考
え
る
。
昨
年
度
の
転

出
者
数
は
４
１
１
人
、
死
亡
者
２

１
０
人
で
あ
り
、
概
ね
同
様
の
比

率
で
減
少
す
る
も
の
と
推
察
し
て

い
る
。
②
公
共
下
水
道
事
業
の
昨

年
度
の
処
理
区
域
内
の
人
口
は
減

少
し
て
い
る
も
の
の
、
過
去
５
年

間
で
み
る
と
、
整
備
の
進
捗
に
伴

う
処
理
区
域
の
拡
大
に
よ
り
、
水

洗
化
人
口
は
着
実
に
増
加
し
、
人

口
減
少
下
に
お
い
て
も
、
接
続
率
、

水
洗
化
率
は
向
上
し
て
い
る
。
一

໰౴ ６
年
度
下
水
道
事
業
会
計

決
算
の
認
定

方
、
漁
業
集
落
排
水
事
業
の
処
理

区
域
内
は
人
口
減
少
が
顕
著
な
状

況
。
将
来
予
測
は
、
前
年
度
に
改

定
し
た
階
上
町
下
水
道
事
業
経
営

戦
略
で
は
、
公
共
下
水
道
事
業
は

現
在
整
備
中
の
認
可
区
域
整
備
後

の
令
和
ø÷
年
度
を
ピ
ー
ク
に
減
少

に
転
じ
る
見
込
み
で
、
漁
業
集
落

排
水
事
業
は
、
ø÷
年
間
で
１
２
０

人
程
度
減
少
見
込
み
。
こ
れ
ら
の

こ
と
か
ら
、
下
水
道
事
業
に
お
け

る
有
収
水
量
は
減
少
し
、
こ
れ
に

伴
い
使
用
料
な
ど
の
下
水
道
収
入

も
減
少
し
て
い
く
も
の
と
考
え
て

い
る
。
③
下
水
道
事
業
運
営
費
用

の
不
足
分
と
し
て
約
�
億
５
９
０

０
万
円
を
補
助
金
と
し
て
繰
り
入

れ
、
経
営
の
安
定
化
を
図
っ
て
い

る
。
④
今
後
も
、
こ
れ
ま
で
同
様

に
補
助
金
を
最
大
限
活
用
し
た
整

備
を
基
本
と
し
、
現
認
可
区
域
の

整
備
完
了
を
目
指
す
。

　
　
下
沢
育
男
議
員

◆
ハ
ー
ト
フ
ル
プ
ラ
ザ
・
は
し
か

み
指
定
管
理
料

　
　

増
額
と
な
っ
て
い
る
が
、
そ

の
内
容
は
。

　
　

介
護
福
祉
課
長

電
気
料
不

໰౴ ７
年
度

一
般
会
計
補
正
予
算

足
分
と
し
て
追
加
し
た
。

◆
南
郷
そ
ば
振
興
セ
ン
タ
ー
共
同

利
用
負
担
金

　
　

町
の
負
担
金
割
合
、
利
用
率

等
々
、
利
用
者
の
人
数
、
作
付
面

積
等
は
。

　
　

産
業
振
興
課
長

町
の
負
担

割
合
は
ûø
・
Āø
％
で
、
利
用
率
も

同
じ
割
合
。
令
和
６
年
度
の
利
用

者
数
は
４
名
と
１
法
人
。
令
和
６

年
度
の
町
内
そ
ば
作
付
面
積
は
þĀ

ha
。

　
　
小
松
雅
彦
議
員

◆
鳥
獣
被
害
防
止
対
策
事
業

　
　

長
距
離
無
線
捕
獲
パ
ト
ロ
ー

ル
シ
ス
テ
ム
の
内
容
は
。

　
　

産
業
振
興
課
長

く
く
り
罠

や
箱
罠
に
設
置
し
た
子
機
が
罠
の

作
動
を
感
知
す
る
と
、
町
内
に
設

置
し
た
親
機
へ
信
号
を
送
り
、
登

録
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
に
即
時
通
知

す
る
仕
組
み
。
無
線
免
許
が
不
要

で
、
通
信
環
境
が
不
安
定
な
山
間

部
で
も
運
用
が
可
能
。
今
回
、
親

機
１
台
と
子
機
ø÷
台
の
導
入
を
予

定
し
、
初
期
費
用
は
約
１
２
４
万

�
千
円
、
年
間
通
信
費
は
約
�
万

�
千
円
を
見
込
ん
で
お
り
、
う
ち

県
補
助
金
に
よ
り
１
０
０
万
円
の

支
援
を
受
け
ら
れ
る
見
込
み
。

໰౴໰౴
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【学校教育目標】夢を育み　生きる力を育てる

【教育目標】自分らしく輝くこども

【教育目標】・自ら学ぶ生徒「知」
・心豊かな生徒「徳」
・粘り強い生徒「体」

֊্খֶߍ

ੴുখֶߍ

ಓ෹தֶߍ

ڃಐ਺ɿ�໊ɺ�ֶࣇ

ڃಐ਺ɿ���໊ɺ��ֶࣇ

ੜె਺ɿ��໊ɺ�ֶڃ

〈主な取り組み〉町内外他校児童との交流学習を通じ
た多様性を学ぶ活動の充実、家庭や地域社会との協
働・連携による教育活動の推進など。

〈主な取り組み〉「自分も笑顔・みんなも笑顔」をキー
ワードに、「ありがとう」を自分から言えるようになるた
めの振り返りや認め合いの場の設定の取り組みなど。

〈主な取り組み〉グッドライフデザイン教育（早寝早
起き朝ごはんを軸とした健全な生活習慣の確立）を基
盤とし、家庭と情報共有・連携した取り組みなど。

̍೔໨�݄̕��೔(݄) （児童・生徒数は、5月1日現在。学級数には特別支援学級を含む。）

ொ಺ֶ࡯ࢹߍ 　݄̕��ɾ��೔の̎೔間ʹΘͨΓɺڭҭຽੜৗ೚ҕһͱڭҭҕһ
ʹΑΔֶߦ͕࡯ࢹߍΘΕ·ͨ͠ɻ
　̍೔໨͸ɺ֊্খֶߍɺੴുখֶߍɺಓ෹தֶߍΛ๚໰ɻ

３年生　算数の授業

３年生　国語の授業

２年生　数学の授業

５・６年生　算数の授業

５・６年生　総合の授業

３年生　英語の授業
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【教育目標】・学びを追求し自己を高める人間
・集団生活の向上に努める人間
・健康で安全な生活ができる人間

【教育目標】夢の実現に向かう子

【学校教育目標】
夢と希望をもち、努力しチャレンジする子

֊্தֶߍ

੺อ಺খֶߍ

ಓ෹খֶߍ

ੜె਺ɿ���໊ɺ��ֶڃ

ڃಐ਺ɿ���໊ɺ��ֶࣇ

ڃಐ਺ɿ��໊ɺ�ֶࣇ

〈主な取り組み〉協同的な学習の良さを生かし、生徒
一人一人の学習が成立する授業の展開、町教育委員会
と連携した部活動の地域展開に向けた取り組みなど。

〈主な取り組み〉学校目標「あ(挨拶)・か(片付け)・
ぼ(ボランティア)」に進んで取り組む、ユニバーサル
デザインを意識した授業づくりの推進など。

〈主な取り組み〉家庭・地域・関係機関と連携し、地
域の人材、文化、自然などを活用した学習の推進、積
極的な交流活動の実施など。

̎೔໨�݄̕��೔(Ր)

　̎೔໨͸ɺ֊্தֶߍɺ੺อ಺খֶߍɺಓ෹খֶߍΛ๚໰ɻ
ߍɻ·ͨɺֶ࡯ࢹΛڥ಺؀ߍ΍ࢠの༷ۀΛҰ८͠ɺतߍֶ֤　
ӡӦ方਑΍ֶࢪߍઃのঢ়گͳͲのઆ໌Λड͚·ͨ͠ɻ

ҕһձ׆ಈ
ҭຽੜৗ೚ҕһձڭ

１年生　英語の授業

１年生　図画工作の授業

２年生　生活の授業

２年生　国語の授業

４年生　国語の授業

５年生　学級活動の授業
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議会改革

県町村議会議長会
正副議長・各種常任委員長・

議会運営委員長・事務局長研修会

総務財政常任委員会

第60回全国都道府県対抗
自転車競技大会

産業建設常任委員会

ø÷݄ùø೔、「ਖ਼෭議௕ɾ֤छৗ೚ҕ員௕ɾ議会ӡӦҕ
員௕ɾ事຿ہ௕ݚम会」͕੨৿ࢢで։࠵され、議会
ྗΞοϓのための基本తࢹ఺ͳͲにͭいてݚमしま
した。
ੜֶ෦ڞେਖ਼େֶࣾ会　ࢣߨ˙
　　　　公ڞ政策ֶՊ　ڭत　ߐ౻　ढ़ত　氏
˙ԋ୊　今೔の議員報ुɾ定਺の考え方の࣮現する
　　　　ख๏ʙ「住民ࣗ治のࠜװ」としての議会を
ಈさせるためにʙ࡞　　　　

݄̕øø೔、૯຿ࡒ政ৗ೚ҕ員会を։࠵し、ҕ員会に
෇ୗされた௠情の内容および「議会の議決すべき事
件を定める条例（ૉ案）」にͭいて࿩し߹いました。

݄̕̕೔ɾøù೔、ݐۀ࢈ઃৗ೚ҕ員会を։࠵し、
「議会議員政治倫理条例（ૉ案）」等にͭいて࿩し߹
いました。

ø÷݄̑೔、階上町で։࠵されたୈý÷回શࠃ౎ಓ෎ݝ
対ࣗ߅సंٕڝେ会ϩーυϨーεにおいて、௕ࠜؠ
෉議௕͕உࢠ出ൃࣜのελーλーを຿めました。

～議会改革推進会議～
ø÷݄ùù೔、議会վֵਪਐ会議を։࠵し、֤ৗ೚ҕ員
会で取りまとめた、議会վֵのਪਐに向けての条例
案にͭいて࿩し߹いました。֤条例案にͭいては、
町民の皆様͔Βの意見募集を行ったあと、øù݄議会
定例会に上ఔ予定です。
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支払
月日

支払
区分 支払内容 支払金額

8/7 祝金 町消防団OB会総会 6,000円

8/23 会費 大島理森氏　桐花大綬章
受章祝賀会 10,000円

9/7 祝金 第33回県民駅伝競走大会
解団式 6,000円

9/10 祝金 第40回町老人スポーツ大会 3,000円

10/4 祝金 第40回にんにくとべごま
つり 8,000円

８　月

７日　町消防団OB会総会
19日　第１回町行財政改革推進委員会
19日　郡町村議会議長会
　　　正副議長・事務局長研修会
23日　大島理森氏　桐花大綬章受章祝賀会
27日　議会運営委員会

９　月

５日　第33回県民駅伝競走大会結団式
７日　第33回県民駅伝競走大会解団式
９日　第５回定例会本会議
９日　議員全員協議会
９日　産業建設常任委員会
10日　第40回町老人スポーツ大会
11日　第５回定例会本会議
11日　総務財政常任委員会
12日　第５回定例会本会議
12日　産業建設常任委員会
12日　議会運営委員会
18日　第49回町小学校防犯弁論大会
18日　八戸地域広域市町村圏事務組合議員協議会
21日　町消防団消防操法予選会
29日　教育民生常任委員による学校視察（～30日)

10　月

２日　第48回岩手・青森県境交通安全推進大会
３日　町表彰審議会
３日　議会だより編集委員会
４日　第40回にんにくとべごまつり
５日　第60回全国都道府県対抗自転車競技大会
12日　第37回新郷ふるさとまつり
17日　議会だより編集委員会
21日　�正副議長・各種常任委員長・議会運営委員

長・事務局長研修会
22日　議員全員協議会
22日　議会改革推進会議
24日　議会だより編集委員会
24日　国スポ実行委員会第３回常任委員会
30日　第２回町行財政改革推進委員会

議 会 活 動
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ٞձ๣ௌऀ਺
ʢԆ΂ਓ਺ʣ

����ொ議会　˟�3�ʵ্֊ݝʗ੨৿ߦൃ ੨৿܊ށࡾݝ֊্ொେࣈಓ෹ࣈఱ౰ฏ �ʵ��　೥̐ճൃߦ　ྩ࿨ �೥��݄ ��೔ൃߦ
ฤूʗ議会だよりฤूҕһ会　ὸ ����ʵ��ʵ�36�ʢ௚௨ʣ '"9 ����ʵ��ʵ����　63- IUUQT���XXX.UoXO.IBTIJLBNJ.MH.KQ

はしかみ議会だよりは �
��� ෦࡞੒しɺҹܦ࡮අは �3.6 ԁ�෦Ͱ͢ɻ

　　　　　　　　　　　໠ॵのՆ͕Ұஈམ
したळのҰ೔、ށޒ町ށޒυームで行Θれ
たୈ��回܊ށࡾ࿝人εϙーπେ会で、今
೥もまた階上町࿝人Ϋϥϒ࿈߹会͕༏উし
��࿈೼を੒し਱͛、ྸߴԽの࣌୅をύϫ
ϑϧにָしんでいました。議会は՝୊͕ࢁ
ੵΈです。ෛけͣにؤுります⽒

（େߐɾԼ୔ɾதౡ）

議
会
だ
よ
り
編
集
委
員
会

◇
今
月
号
の
編
集
委
員(

３
人
）

・
中
島

孝
一
議
員（
産
業
建
設
）

・
下
沢

育
男
議
員（
教
育
民
生
）

・
大
江

和
夫
議
員（
総
務
財
政
）

ɾୈ̑ճఆྫձ
　ʢྩ࿨ �೥݄̕ʣ
݄̕̕೔ï̐ਓʣ
݄̕øø೔ï̔ਓʣ
݄̕øù೔ï̑ਓʣ

議会の議決すべき事件を定める条例(案)および議会議員政治倫理条例(案)に対する意見募集

■公表資料の閲覧場所
　及び入手方法

○階上町議会事務局または町民生活課窓口で公表資料の閲覧ができます。
○階上町ホームページからダウンロード（PDF ファイル）できます。

■募集期間 令和７年11月25日（火） 午後５時00分まで（必着）

■意見の提出方法及び
　提出先　

※電話又は口頭による意見の受付はいたしません。

郵　　　送 〒039-1201 階上町大字道仏字天当平１番地87
階上町議会事務局　宛

Ｆ　Ａ　Ｘ

窓 口 持 参 階上町役場　3 階　階上町議会事務局

電子メール メールアドレス：gikai@town.hashikami.lg.jp

■ご意見の取扱い

　現在階上町議会では、「階上町議会基本条例」に基づき、「階上町議会の議決すべき事件を定める条例」
および「階上町議会議員政治倫理条例」の策定に向けた検討を行っています。この度、当該（案）を取り
まとめましたので、これを公表するとともに、広く町民の皆様の意見を反映するため、次のとおり意見募
集を行っております。

FAX 番号：0178-88-2117（階上町議会事務局宛）

〇お寄せいただいたご意見は、条例策定に当たっての参考とさせていただき
ます。

〇ご意見の概要やご意見に対する町の考え方は、住所、氏名等の個人情報を
除いて、町ホームページで公表する予定です。

〇個々のご意見に対して個別の回答はいたしませんので、ご了承願います。
○提出された記載内容は、今回の意見募集以外の用途に使用することはあり
ません。

皆様からの意見募集を行っている「議
会の議決すべき事件を定める条例（案）」
と「議会議員政治倫理条例（案）」

議会を傍聴しませんか

議会の傍聴は､受付票に住所・氏名等を記載し、
受付箱に投函するだけで､どなたでも傍聴できます。




